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五
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国
会
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国
会
議
員
か
ら
の
資
料
要
求
を
巡
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
付
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
二
五
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
国
会
議
員
か
ら
資

料
の
提
供
の
要
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り
協
力
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
こ
の

政
府
見
解
に
外
務
省
は
拘
束
さ
れ
る
か
。

二

今
次
第
一
六
四
回
国
会
会
期
中
に
、
国
会
議
員
の
資
料
要
求
に
応
じ
て
、
外
務
省
が
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分

を
受
け
た
職
員
に
対
す
る
処
分
書
の
写
し
を
提
供
し
た
事
例
が
あ
る
か
。
事
例
が
あ
る
な
ら
ば
、
い
つ
、
ど
の
国
会
議
員
に

対
し
て
、
何
件
の
資
料
を
提
供
し
た
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

今
次
第
一
六
四
回
国
会
会
期
中
に
、
国
会
議
員
か
ら
外
務
省
が
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
に
対

す
る
処
分
書
の
写
し
の
提
供
を
要
求
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
資
料
要
求
を
拒
否
し
た
事
例
が
あ
る
か
。
事
例
が
あ
る
な

ら
ば
、
い
つ
、
ど
の
国
会
議
員
か
ら
の
、
ど
の
よ
う
な
資
料
要
求
を
拒
否
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
資
料
要
求

を
拒
否
し
た
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。


